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補助金と交付税に関する理論的分析

黒　田　東　彦*

 補助金と交付税については,次の

　「同額の補助金と交付税を比

　は多くなるが,交付税の方が常に

　さらに補助金について,定額

も,次のような定理が成り立つ。

　　「同額の補助金の中では,限

　なり,反対に地方団体の選好度は

　なお,補助金が導入されて初め

のケース)については,上記のよ

給が増加することが示される。

　一方,現実の「地方交付税」

全には備えておらず,特定の公

地方交付税は純粋の交付税と定率

　いずれにぜよ,以上の分析が

近い補助)を選択する筈である

は,「地方団体の選好」が必ずし

いことを示唆する。

　ただし,規範的な意味では,地

がって,地方団体の選好が尊重

が尊 重 され る べき 分 野に お

　以上のような補助金と交付税

共財の供給を促進しようとする

り,地方交付税は,大胆に簡素化

好を尊重するという交付税の特性
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ような「基本定理」が成り立つ。

較すると,補助金の場合の方が補助対象公共財の供給量

地方団体によって選好される。」

補助金,限度付き補助金,逓減補助金等の諸形態を考えて

界的な補助率が高いほど補助対象公共財の供給量は多く

低下する。」

て供給されるようになる公共財(いわゆる「コーナー解」

うな定理に加えて,必ず補助金額以上に当該公共財の供

は,純粋な交付税のような「非特定性」と「定額性」を完

共財の供給に対して補助金に類似した影響を与えており,

補助金の中間的な性格を有していると言えよう。

正しいとすれば,地方団体は必ず交付税(ないし交付税に

が,必ずしもこれに合致しない現象が見受けられる。これ

も無差別曲線で示されるよらな一貫した整合性を持たな

方団体が交付税を選好することは必ず立証される。した

されるべき場合には,すなわち,地方の自主性ないし自治

いて は , 補 助 金よ り 交付 税 が望 ま しい と 言え る 。

の分析を踏まえると,補助金は,地方団体による特定の公

ものであるから,できるだけ選択的で定率であるべきであ

し,「定額性」を確保することによって,地方団体の選

を生かすべきであると言えよう。

課）

要　　約
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Ⅰ ． は じ め に

　最近,地方公共団体に対する補助金や地方交

付税についての論議が盛んである。これは,直

接的には,危機的状況にある国の財政を再建す

るため連年のように補助金の削減が行われ,交

付税率の引下げすら提言されるようになったこ

とによるが,より根源的には,戦後4 0年を経

て,地方財政制度についても基本的な見直しが

要請されるようになったことにあると思われ

る。

　したがって,いま何よりも必要なことは,補

助金と交付税の差異を理論的・経済学的に分析

し,これを踏まえて地方財政制度のあるべき姿

を冷静に検討することであろう。本論文は,そ

のような理論的分析の一つの試みである。

　本論文の概要を示すと,次のとおりである。

まず第Ⅱ節において,補助金と交付税に関する

簡単な理論的分析が紹介される。以下,第Ⅲ節

では補助金の諸形態について,第Ⅳ節では交付

Ⅱ．簡単な理論的分析

　補助金と交付税に関する最も簡単な分析が図

１に示されている。そこでは,横軸に公共財Ｘ

の量を縦軸に公共財Ｙの量をとっている。

ＡＢがＸとＹ の可能な組合ぜを示す本来の予算

線であり,地方団体は,そのうちＰ０で示され

るような組合せを選択している。すなわち,地

方団体の選好を現わす無差別曲線 i０ i０はＰ０点に

おいて予算線にＡＢに接しており,Ｐ０で示され

るＸとＹ の組合迂がＡＢの中で最も強く選好さ

れているわけである。

　ここで公共財Ｘに対する定率の補助金(たと

えば補助率青り補助金).が導入されると, Ｘの

コストが低下するため,予算線はＡＢからＡＣ

に拡張し,地方団体の選択する組合せはＰ０から

無差別曲線 i１ i１に接するＰ１に移る。このとき

地方団体が国から受けている補助金の額は,

(公共財Ｘの単位で測れば) Ｐ１とＡＢとの水平

距離に相当する。したがって,同額が,補助金

でなく,使途を特定しない定額の純粋な交付税

として交付される場合には,予算線はＰ１を通り

ＡＢに平行なＤＥとなり,地方団体は無差別曲

線唖に接するＰ２を選択することになる。

初めにＰ０とＰ１を比較すると, Ｐ１はＰ０の右下

方にあり,公共財Ｘの供給量は補助金額以上に

増加し,反対にＹの供給量は減少していること

がわかる。補助金によってどれだけ当該公共財

税の実態について,第Ⅴ節では「地方団体の選

好」の意味について,それぞれ理論的な分析が

なされ,第Ⅱ節の簡単な分析が必要に応じて修

正される。最後の第Ⅵ節においては,さらに根

本的な再検討の必要性と制度改正の方向が示唆

される。

　なお,本稿では地方団体に対する補助金を広

く一般的に解しており,いわゆる「奨励的補助

金」や「財政援助的補助金」のみならず,「国

庫負担金」や「国庫委託金」等をも含めて考え

ている。これは,地方団体の支出に影響を与え

るという補助金としての機能に着目したためで

あるが,法律によって厳密に支出が義務づけら

れているものについては,以下の分析が必ずし

も当てはまらないことに留意する必要があろ

う。

　また,文中意見にわたる部分は私見であるこ

とをお断りしておきたい。
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〔図１〕

の供給が増加するかを「乗数」で表わすとすれ

ば,この場合,乗数は１以上であるといえよ

う。しかし,無差別曲線の形状いかんによって

は,Ｐ１がＰ０の右上方にあり,乗数が１以下とな

る場合もあるＸへの補助金の一部がＹに漏出

しているわけである。それどころか, Ｐ１がＰ０の

左上方にあり,Ｘに対する補助金によってその

供給量はむしろ減少し,乗数がマイナスになる

ことすらありうる。したがって,ある公共財に

補助金が交付されていることは,その公共財の

供給が同額増加していることを保証するもので

は全くない。

　次にＰ１とＰ０を比較すると,Ｐ２がＰ０の右上方

にあり,両公共財とも供給量が増加している

(乗数が１以下の正数となっている)ことがわ

かるが,これも必ずそうなるというわけではな

い。無差別曲線の形状によっては,Ｘの供給量

が増加しＹの供給量が減少する(乗数が１以上

となる)ことも,反対にＸの供給量が減少しＹ

(注1 )　本節における分析は ,極めて標準的なものであって ,たとえば ,木下和夫監修 『マスグレイブ財政

学Ⅲ』 (有斐閣 ,昭和59年 ) 第24章 ,大阪大学財政研究会編 『現代財政』 (創文社 ,昭和60年 ) 第３章

などの分析と基本的に変らない。ただ , 「補助金と交付税に関する基本定理」のように ,必ず「同額

の」 ものを比較する点を明確にすることによって (すなわち ,あらゆる比較は交付税の場合の予算線

上の比較であることを明確にすることによって ) ,公共財供給への影響度 (乗数 ) と地方団体の選好

度が必ず逆方向に動くことを明らかにしたものは見当らないようである。

の供給量が増加する(乗数がマイナスになる)

こともある。これは,交付税が使途を特定しな

い定額のものである以上,当然であるともいえ

よう。

最後にＰ１とＰ２を比較すると,Ｐ１はＰ２の右下方

にあり,また,Ｐ１はＰ２より高い無差別曲線上に

あることがわかる。しかも,このことは,Ｐ１と

Ｐ２がＤＥ上にあり,がＰ１においてＡＣに接

し, i１ i２がＰ２においてＡＣより勾配の急なＤＥ

に接している以上,必ず成立する。すなわち,

次のような「補助金と交付税に関する基本定理」

が成り立つ (注1)。

　「同額の補助金と交付税を比較すると,補

助金の場合の方が補助対象公共財の供給量は

多くなる(乗数が大きくなる)が ,交付税の

方が常に地方団体によづて選好される。」

　この「基本定理」は,中央の各省庁が特定の

公共財の供給を増加させる観点から補助金を推

奨するのに対して,地方団体がひもつきでない

一般的な交付税を好む,という現象をかなり的

確に説明しているといえよう。全国的に一定以

上の行政水準を確保すべき分野においては補助

金が適切であり,地方団体の自主性を尊重すべ

き分野においては交付税が好ましい,という制

度論ないし政策論としてとらえることもできよ

う。いずれにぜよ,中央省庁と地方団体の関心

が異っている事態をよく示しているといってよ

い。

　ところで,これまでは,補助金や交付税が公

共財間の選択に及ぼす影響を見てきたが,公共

財と私的財との間の選択に与える影響について

も,図１のＹを私的財と読み換えることによっ

て,全く同様な分析が可能となり,同様な「基



補助金と交付税に関する理論的分析

- 4 -

本定理」が成り立つ。ただ,この場合,私的財

の増減は地方税の増減税等を通じて可能となる

筈であるが,わが国の現状では,このような前

提は必ずしも現実的でない。地方税は「地方税

法」という国の法律で枠組みが定められ,地方

団体が独自の増減税を行う余地は極めて限られ

ており,さらに地方債の発行も国の許認可の下

にあるからである。したがって,補助金と交付

税に関する通常の分析では,公共財間の選択を

問題にするだけで十分であろう。以下において

も,基本的にはこれに従うこととするが,最終

節では,地方税との関連で私的財との選択もと

りあげることとする。

Ⅲ ． 補 助 金 の 諸 形 態

　補助金の大半は前節で述べたような定率補助

金であるが,その中でも様々のヴァリエーショ

ンがある。しばしば見られる形態は補助金額に

限度（「頭打ち」）を設けるものである。この場

合,図２(a)のように,新しい予算線は補助金が

限度額に達した点で元の予算線に平行になるよ

うに折れ曲った形をとり,無差別曲線が屈折点

の左側で予算線に接する場合には通常の定率補

助金と同様になるが,限度額をこえて右側で接

した場合には交付税と同じになる。補助金に限

度額を設けようというのは,それがなければ限

度をオーバーしがちであるためであろうから,

屈折点の右側になることが多いと思われる。補

助金に限度額を設けることは,実態的に補助金

を交付税に変質させがちであるといえよう。

　補助金の中には,一定額を越えると補助率が

低下するものがある。この場合の予算線は,一

定額を越えても図２(a)ほど急には下方に屈折ぜ

ず,元の予算線と平行にはならない。しかも,

屈折点の右側で無差別曲線と接する場合（すな

〔図２(a)〕 〔図２(b)〕

〔図２(c)〕 〔図２(d)〕



補助金と交付税に関する理論的分析

- 5 -

わち,２段階補助率が有効な場合),同額の一

律補助金に比べて補助対象公共財の供給量が少

ない一方で地方団体の選好度は高く,同額の交

付税に比べて補助対象公共財の供給量が多い一

方で地方団体の選好度は低い。いわば一律補助

金と交付税の中間に位置するといえよう。

　反対に一定額を越えると補助率が上昇する補

助金の場合には,予算線が逆方向に折れ曲るた

め,(2段階補助率の有効な場合には)同額の一

律補助金より補助対象公共財を多くし,地方団

体の選好度をさらに低下させることになる。

　補助金は定率であるとは限らず,定額の補助

金もある(「交付金」と呼ばれることが多い)。こ

のときの予算線は,図２(b)のように,元の予算

線が定額分だけ平行にシフトしたものになり,

交付税の予算線の一部を欠いた形となる。した

がって,通常の場合には交付税と等しくなる

が,無差別曲線の形状等によっては予算線の左

端の点が選択され,同額の交付税より補助対象

公共財の供給量が増加し，地方団体の選好度が

低下することがある。その場合でも,同額の定

率補助金より補助対象公共財の供給量は少な

く,地方団体の選好度は高い。定額補助金も交

付税と定率補助の中間に位置するといえよう。

以上のような各種の補助金等について,その

補助対象公共財への影響度(乗数)を見ると次の

ような順で大きくなる（注２）。

　交付税≦定額補助金≦限度付定率補助金≦逓

減定率補助金≦一律定率補助金≦逓増定率補助

金

　一方,地方団体の選好度が上記と正反対の順

になることはいうまでもない。

　こうしたことは全て「補助金と交付税に関す

る基本定理」の拡張であり,「同額の補助金の

中では,限界的な補助率が高いほど補助対象公

共財の供給量は多く(乗数は大きく)なり,反

対に地方団体の選好度は低下する」ということ

ができよう。

　なお,補助金に限度額を設けたり補助率を逓

減させることは,通常,地方団体から嫌われる

ことであるが,ここの分析では,補助金を交付

税に近づけることとなり,地方団体の選好度を

高めるとされている。その原因は,これらの分

析が「同額の補助金」の間の比較であることに

ある。つまり,補助率は膏であるが限度額があ

るため補助金が１億円となっている場合と,補

助率が膏で補助金が１億円となっている場合と

を比較すると,前者の方が地方団体に好まれる

としているのであって,同率の補助率の下で限

度額がある場合とない場合を比較して,補助金

額が縮減されている前者が選好されるとしてい

るわけではない。あらゆる比較が「同額の補助

金」という前提の下における比較であることに

常に留意する必要がある。

　ところで,これまでは,補助金が導入される

前にも供給されていた公共財の供給量が補助金

の導入によってどのような影響を受けるかにつ

いて分析してきたが,補助金が導入されて初め

て供給されるようになる公共財も多い。これが

いわゆる「コーナー解」のクースであって,図

２(c)に示されるように,無差別曲線が予算線の

端の点を通っているため公共財Ｘは供給されて

いないが,補助金が導入されるとそれが供給さ

れるようになる。公共財の相当部分,ことにい

わゆる「箇所づけ」の対象となる公共事業や建

設事業は,補助金の有無が供給の有無を決定す

という意味で,この範鷹に属する。したがっ

て，「コーナー解」の分析は極めて重要である。

ただ,この場合でも「補助金と交付税に関する

基本定理」は成立する。そこで「コーナー解」特

有の現象のみを列記すれば,次のようになる。

　 〇定率補助金は一定の率をこえて初めて補助

　対象公共財の供給を促すことができる(低す

(注 2 )　 「Ａ ≤ B 」は「ＡはＢと同じか，Ｂ未満である」ことを示しているが , 「Ａ ≤ Ｂ ≤ 0 」だからといって

必ずしも「Ａ ≤ Ｃ」となるわけではない。たとえば ,交付税は限度付定率補助金と同じになることは

あるが,定額補助金は逓減定率補助金や一律定率補助金と同じになることはない。
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ぎる定率補助金は地方団体の行動に影響を与

えない)。

〇定額補助金は必ず補助対象公共財の供給を

促すことができる。

〇 いずれにぜよ,補助金は (交付される場合

には)必ずその金額以上に補助対象公共財の

供給を増加させる (乗数は必ず１以上にな

る)。

〇交付税は供給されていない公共財を供給さ

れないままに留める場合が多い。

以上のような事態は補助金に関する通念によ

く合致しており,「コーナー解」の有効性を示し

ていると思われる。ただ,低率の補助金が公共

財の供給をもたらすことができないという点に

ついては,事実に反する場合がある。たとえ

ば,極めて低率ないし低額の補助金が巨額の事

業への着手を促すことがあるが,これは以上り

ような分析では説明できない。しかも,「テク

ノポリス」,「テレトピア」,「ニュー・メディア

・コミュニティー」等に見られるとおり,最近

の補助金にはこのような事例が多くなってきて

いる。こうした事態は,図２(d)にも示すように,

補助金の存在ないし「箇所づけ」自体が地方団

体の選好を変化さぜると考えない限り,理論的

説明は困難である。この点については,第Ⅴ節

で地方団体の選好自体を分析する中で検討する

こととする。

Ⅳ ． 交 付 税 の 実 態

　これまでは,補助金が使途を特定した定率ま

たは定額の補助であるのに対し,交付税は全く

使途を特定しない定額の補助である。と考え,

両者の特性を比較分析してきた。しかし,この

「非特定性」と「定額性」を完全に充たすこと

は意外に困難なのである。わが国の「地方交付

税交付金」の実態はどうであろうか。

　まず「非特定性」については,「地方交付税

法」が交付税の使途を特定することを禁じてい

る以上,明白であるようにみえる。だが,定額

補助金と交付税が実際には余り変らないことか

ら知られるように,会計的に使途を特定するか

否かは,それ自体としては,元々さほど大きな

意味を特っていない。仮りに交付税の額が各種

公共財の供給額に応じて算定されるとすれば,

使途が全く特定されなくとも,特定された場合

と実質的には同じ効果を持つであろう。したが

(注 3 )　普通交付税総額は交付税総額の9 4 %とされているが ,この9 4%対6 %という比率は必ずしも固定し

 たものではない。また ,各地方団体ごとに普通交付税および特別交付税の額は区々であり ,例えばい

 わゆる不交付団体においては ,普通交付税の額はゼロとなっている。なお ,普通交付税の算出にあた

 っては , 「調整率」 を用いたり ,多様な 「補正係数」 で補正するので ,その計算は極めて複雑である。

 これらについては ,自治省財政局交付税課・財政課編 『新版地方交付税制度解説』 (地方財務協会 ,

 昭和 56年 )を参照されたい。

って,問題はむしろ「定額性」の有無にある。

　現実のr地方交付税」は,その94 %を占める

「普通交付税」とこれを補完する「特別交付税」

の２つから成っているが,前者は次のような定

式に従って算定される (注３)

　普通交付税額＝基準財政需要額一基準財政収

　　　　　　　　入額

　基準財攻需要額＝各行政項目ごとの財攻需要

　　　　　　　　額の合計額

　　　　　　　＝Σ (単位費用×測定単位×補

　　　　　　　　正係数)

　基準財攻収入額＝基準税率等に基づく財政収

　　　　　　　入額

　すなわち,普通交付税は,客観的な指標によ

って各地方団体の標準的な財政需要額と財政収

入額を算出し,両者の差額を補てんすることに
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普通交付税（道府県分）の測定単位 設に対して補助的効果が免ずることは避げられ

ない。「教育費」が公立小中高校の教職員数を基

本的な測定単位としていることも,公立学校教

育に対する強い促進効果を持っている。また,

単位費用や補正係数を「実態に則して」改訂し

たり細かく規定することは,結果的に,それら

の対象行政項目に対する助成効果を強めること

になりがちである。な齢,普通交付税額の算定

に際して,実際の税収を基礎として計算される

基準財政収入額を減算していることは,徴税努

力を減殺する方向に働いている可能性がある。

　以上のように,普通交付税は,完全な意味で

は「定額」(lump-sum)ではなく,特定の公共

財の供給と直接ないし間接に関連しており,公

共財の供給に対して定率補助金に類倒した影響

を与えているのである。したがって,普通交付

税導入後の予算線は,純粋に定額の交付税の場

合のように元の予算線に平行とはならず,図３

のＤＣのような形をとることとなる。この状況

は,図３(a)のように,公共財ＸとＹに異なる率

�
�

�
�
�

�

OD
AD

OC
BC
と の定率補助金が交付されている

と見ることもできるし,図３(b)のように,定額

の交付税(ＢＥ)加えてＸに定率 �
�

�
�
�

�

OC
EC

補助

金が交付されていると見ることもできる。

　特別交付税の場合も基本的に状況は変わらな

い。むしろ,50項目に及ぶ個別的な経費支出に

応じて算定されるため,特別交付税は普通交付

税より定率補助金の色彩が強いともいえる。た

とえば,自治医科大学経費や上水道高料金対策

経費等の項目については,定率補助金との違い

を見出すことは至難であろう。

　ただ,特別交付税には,算定方法も画一的で

省令に明示されている「ルール項則と,算定

方法も明示されない裁量的な項目があって,後

者は定率補助金とは異なるように見免る。地方

団体にとって,何を基準にして算定されている

かわからない以上,公共財の供給量を変化させ

て特別交付税を増加させることはできない。換

言すれば,完全に裁量的な項目は公共財の供給

より,すべての地方団体に一定水準以上の財源

を保障しようとするものであるが,その過程で

「定額性」を相当程度失っているのである。た

とえば,別表から明らかなように,「道路橋り

ょう費」の測定単位は道路の延長蔚よび面積と

されているため,年々の道路建設費に対する定

率補助金ほど直接的ではないにしても,道路建
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〔図３(b)〕 〔図３(a)〕

に定率補助金のような影響を及ぼすことはない

(純粋の交付税となる)のである。しかし,最

近の「合理的期待形成論」が教えるように,裁

量的な行為であっても,それが何らかの基準に

沿ったものである限り,必ず地方団体に予知さ

れるようになる筈である。裁量的な項目も,そ

れが全く悠意的あるいは偶然的なものでない以

上,実質的には「ルール項目」と同様な影響を

公共財供給に及ぼすこととなるといえよう。

　以上の分析からわかることは,普通交付税

も,特別交付税も,純粋に定額の交付税ではな

く,定率補助金の要素ももっているということであ

る。「人口」や「面積」といった当該地方団

体がほとんど影響を与えられない指標によって

決定される部分は純粋の交付税に近いが,既に

見たように,定率補助金と余り変らない項目も

多いのである６したがって,現実の地方交付税

は,図３(b)で示したように,純粋の交付税と定

率補助金が混在したものと考えるべきである。

　このような地方交付税は,容易に予想される

ごとく,純粋の交付税と定率補助金の中間的な

性格を有している。すなわち,「同額の交付税

等の中では,純粋の交付税,地方交付税,定率

補助金の順で公共財供給への影響度(乗数)は

大きくなり,地方団体の選好度は小さくなる」

のである。地方交付税について指摘される特質

は,誇張されてはいるが,方向としては間違っ

ていないともしいえよう。

Ⅴ．「地方団体の選好」の意味

　「地方団体の選好」が,これまでの分析で仮

定してきたように,通常の無差別曲線で示され

るようなものであれば,地方団体は必ず交付税

（ないし交付税に近い補助）を選好する筈であ

る。現実にも,多くの地方団体が従来から地方

交付税の増額を訴え続けている。しかし,次の

ような事態は,こうした分析では説明し切れな

いと思われる。

〇 補助金の廃止に対しては,必ずといってよ

いほど,地方団体（ことに補助対象事業の担

当部局や関係者）から強い反対運動が起こ

る。

〇 定率補助金を交付金化したり,一般財源化

したりしょうとすると,地方団体の担当部局

や関係者が反対することが多い。

〇事業規模に比して無視しうる程度の補助金

や零細補助金の有無によって当該公共財の供

給が左右され,そうした補助金の創設や廃止

に対して地方団体が強く賛否を表明する。

これらの現象は,「地方団体の選好」が,無差

別曲線で示されるような一貫した整合性を持た

ず,多元的で矛盾を含むものであることを示唆
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している。

　わが国の地方公共団体は,一定の地域と「住

民」から成り,その議決機関として,住民から'

選挙によって選ばれる「議会」を有し,その執

行機関として,同じく住民から直接選挙される

首長の下に相当規模の「執行部」を持っている

が,それぞれが利害関心の異なる複数の構成員

から成っているため,一貫した整合的な選好を

形成することは極めて困難になっている。たと

えば,ある補助金の廃止が検討されると,これ

に利害関係のある住民や議員だけでなく,執行

部の担当部局も強く反対することがある。国か

らの補助金の廃止により,補助対象公共財の供

給量が減少するのではないか,との懸念からで

ある。実際にも,財政当局は,補助金の廃止を

理由に,補助対象公共財への支出を削減するこ

とが多い。定率補助金の交付金化等の場合に

は,財政当局はむしろこれを歓迎する傾向があ

るので,執行部内における意見対立は一層激化

することとなる。

　これらの事態は,補助金が単なる資金的援助

であるだけでなくいわば補助対象事業に対する

「お墨付き」の意味を持っていることを示して

いる。補助金が付いていれば,担当部局や関係

者はその事業実施を要求しやすく,財政当局も

これを認めやすい。極端な場合には,補助金の

金額や率はほとんど意味を持たなくなり,補助

金の有無のみが問題となる。こうなると,本来

最も自主性を発揮すべき地方団体の首長まで

が,.補助金を判断基準として予算編成を行うこ

とになりがちである。補助金の存在自体が「地

方団体の選好」に影響を及ぼしている訳であ

る。

　このように見てくると,補助金は,多種多様

な利害関心の中で変動する地方団体の選好を固

定化し,(矛盾をはらみつつも)一種の安定を作

り出していることがわかる。中央の各省庁から

地方団体の執行部内の担当部局,議会および住

民の利害関係者までを結びつける補助金の流れ

が,補助対象公共財の供給を確実なものとして

いる。中央省庁からの各種補助金が,事実問題

として,地方団体の公共財の選択を相当程度決

めてしまっているのである。

　しかし,このことは前節までの分析結果を全

く無意味にするものではない。まず第一に,一

定の要件が充たされると地方団体のような集合

体の選好も整合的になることが知られている

が,その場合には,前節霞での結論はそのまま

成立する(注 4 )。第二に,規範的な意味では,選

好の整合性は当然のことであり,前節までに明

らかにされたように,地方団体が交付税を選好

することは必ず立証される。したがって,地方

団体の選好が尊重されるべき場合には,すなわ

ち地方の自主性ないし自治が尊重されるべき分

野においては,補助金より交付税が望ましいと

言える。

　「地方団体の選好」は,究極的には「住民の

選好」であるにしても,具体的には「議会の選

好」というチェックを経る「執行部の選好」で

ある。それは,実際上,執行部内の担当部局と

財政当局の意見を踏衰えた「地方団体の首長の

選好」とならざるをえない。それがどの程度の

整合性を有するかは,地方団体の首長のリーダ

ーシップ等にもかかわってくることであり,一

概には何とも言えない。補助金や交付税のあり

方と地方団体内の政治状況との相互作用の中

で「地方団体の選好」の整合性の程度も決って

来ると言えよう。

(注 4 )　集合体の選好が矛盾を含みうることは ,単純な「投票のパラドックス 」からも明らかであるが ,た

とえば「選好の単峯性」が仮定できるとすれば ,このようなパラドックスは解消できる。直接民主制

および間接民主制の下における多種多様な決定方式の整合性等の問題については ,Ｄennn is  Ｃ .

Ｍueller “Ｐublic Ｃhoice” (Ｃambridge Ｕlniversity Ｐress,1979) PartⅠが参考になる。
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Ⅵ ． 理 論 の再検討 と若干の政策 的提言

　補助金と交付税に関する標準的理論は,単純

明快であって,しかも極めて強靱(robust)であ

る。そのほとんど唯一の欠点は,「地方団体の

選好」が現実には必ずしも整合性を確保でき

ず,妥当性を欠く場合も出てくることである。

　したがって,今後何よりも必要なことは,

「地方団体の選好」の形成過程を分析し,補助

金や交付税に対する地方団体の反応を実証的に

研究することである。間接民主制の下における

政治過程や投票行動については,政治学からの

アプローチのみならず,経済学からのアプロー

チも盛んになってきている。これらを応用し

て,地方団体の住民,議会,首長 ,執行部(担

当部局および財政当局)の行動を予測・説明す

ることは十分可能な筈である。その結果,一貫

した整合性には欠げるとしても,一応の規則性

を持った「地方団体の選好」が特定できるとす

れば,補助金と交付税に関する実証理論は大き

な変貌をとげることになろう。また,それは,

従来とかく形式的になるか記述的になるか両極

端に走りがちな政治過程論や予算過程論を,実

質的かつ理論的な分析とする上でも,大きく貢

献するのではないだろうか。

　実証的分析とは対照的に,規範的分析として

は,補助金と交付税に関する理論は既に完壁に

近いものとなっている。したがって,これを踏

まえて,理論的な立場から地方財政制度の改革

について幾つかの政策的提言をなしえよう。

　まず補助金については,零細補助金の整理,

補助申請手続の簡素化,補助内容の改善等が言

われて久しいが5抜本的な見直しが行われたと

は言いがたい。その一因が地方団体の側にもあ

ることは既に述べたと駆りであるが,より大き

な原因は中央省庁側にあると思われる。

　したがって,今後における補助金のあり方に

関しては,次のような改正が考えられよう。

　〇 国が介入すべきことは,むしろ国が直轄で

行うか,法律で明確に地方団体を義務づける

ことが望ましい。

〇 補助金は,地方団体による特定の公共財の

供給を促進しようとするものであるから,で

きるだけ選択的で定率であるべきである。

〇 事業規模に比して微少な補助金は,「お墨

つき」の効果をねらったものであり,本来好

ましくない。

〇 補助申請手続の簡素化に止まらず,事後の

会計検査も簡素化すべきである。使途の特定

は経済学的にはほとんど意味をなさないから

である。

次に地方交付税については,交付税本来の特

質を発揮する観点から,次のように言うことが

できよう。

〇 普通交付税は大胆に簡素化し,測定単位を

「人口」,「面積」等の地方団体が容易に左右し

えない数種に限るべきである。それによって

「定額性」が確保され,地方団体の選好を尊

重するという交付税の特質が生かされるから

である。

〇 補正係数も原則として廃止すべきである

(基準財政需要が測定単位に単純比例しない

のであれば,一律の定数項や高次関数の導入

によって解決できる筈である)。

〇 基準財政収入は,実際の税収等を基礎とせ

ず,客観的な経済指標をベースとして算出す

べきである。

〇普通交付税のうちの定率補助的なものや特

別交付税は,補助金に組み替えるべきであろ

う。

〇 完全に定額化した普通交付税については,

会計検査は原則的に不要である。

ところで,これまでは補助金と交付税に限っ

て比較してきたが,地方財政制度を見直すとい

う点からは,地方税こそ最も検討すべき課題だ

とも言える。全国的に一定の行政水準を確保す
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最後に,地方債の発行について個別に国の許

認可を必要とする現行制度は,抜本的な改正を

行う時期にきていると思われる。国全体の金融

市場との関連等から,マクロ的な規制は必要だ

としても,現在のような個別認可制度の必要性

は薄れている。したがって,次のような改正が

検討されるべきである。

〇 地方債の個別認可制を廃止し,各地方団体

ごとに合理的な総発行限度額を決める（将来

は,この限度額も撤廃し,完全に自由化する

ことが考えられよう）。

〇 地方団体の信用度に応じた格付けを行い,

金利も完全自由化する。

いずれにせよ,地方財政制度の見直しを行う

にあたっては,国の選好を尊重すべき分野と地

方団体の選好を尊重すべ雪分野とをできる限り

明確にする必要があると言えよう。

(注 5 )　「地方団体の選好」が 「住民の選好」 に外ならないとすれば,州への交付税の一部は公共財の供給増

 にあてられ，一部は  (州税の減税を通じて )  私的財の消費増にあてられる。一方 ,連邦税減税の部

 は  (州税の増税を通じて )  公共財の供給増にあてられ ,一部は私的財の消費増にあてられる。したが

 って ,両者の間に実質上の差異はないという訳である。この点については , A .  B .  A t k i n s on  &  J .

 E.StigIitz “Lectures on Public Economics” (McGraw-Hｉｌｌ Bｏｏk Co.,1980) pp.551～556を参照さ

 れたい。

 　ただし ,最近の実証研究の多くは ,両者の間に差異があり ,交付税の方が公共財の供給をより多くす

 ると .しているようである。この点については , E. M. Gramlich “Intergovernmental Grants:A Review

 of the Empir ical  Literature”  in  W. E. Oates (ed)The PoI it ical  Economy of F isca l Federa l ism

 (Lexington Books, 1977) を参照されたい。

べき分野では補助金がその機能を果たし,地方

の自主性を重視すべき分野では地方税が最も望

ましい財源であるとも考えられる。現に,米国

では ,連邦政府から州への交付税( g e n e r a l

r e v e n u e  s h a r i n g )は同額の連邦税減税と同

じ結果をもたらすに過ぎないという議論が強

い(注5)。

　しかし,わが国の憲法においては,課税権は

国にのみ認められ,地方団体はその一部を法律

により分与されているに過ぎない。この面で

も,地方自治は根本的な制約を受けているので

ある。したがって,地方税に関する地方団体の

裁量権は限られたものとなり,地方交付税の存

在意義も高まっている訳である。ただ,その範

囲内においても,次の点は検討に値すると思わ

れる。

〇地方団体による地方税の増減の余地を拡大

するとともに,地方交付税を見直す。
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